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「2020 年代半ば頃に向けた電気通信事故の報告・検証制度等の在り方に関する意見募集」 

に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。併せて、連絡 

担当者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注 3 別紙にはページ番号を記載すること。 

  



別紙 

 

意見対象の検討事項 意見 

⑤情報通信ネットワー

クの構築・管理運用の

「高度化・マルチステ

ークホルダー化」 

昨今の ISP は接続などにより自社でネットワークを構築するの

ではなく、NTT 東西の光卸や NGN における VNE の利用、イ

ンターネット接続のためのネットワークの構築及び運用を他

の ISP に委ねるローミングサービスの活用により、インターネ

ット接続にかかる交換設備を所有せず、他事業者からサービス

として提供を受ける割合が増えつつあります。そのような現状

を踏まえると、利用者に対しサービスを提供する電気通信事業

者と上記のサービスを電気通信事業者に対し提供する事業者

との間での、事故や障害についての情報連携の在り方が重要で

あると考えます。 

また、昨今はインターネット接続サービスの提供にあたって認

証サービスと同様にほぼ必須である DNS のサービスを提供す

るサーバーやメールサーバーなど、電気通信サービスの提供に

関わる設備も自社ではなく、他事業者のクラウドサービス上に

設置される傾向にあり、電気通信事業者とクラウド事業者との 

情報連携も同様に重要であると考えます。 

⑥その他の検討課題 新型コロナの拡大に伴う在宅時間増等によりインターネット

トラフィックは急増し、今後もデジタル活用が進展し、トラフ

ィックはさらに増加する事が想定される中、インターネットの

混雑緩和及び地域格差のない通信品質確保が一層求められて

います。このような状況の中で現場レベルの責任者、および技

術者の負荷は増えており、それらの者に対して新たな報告の新

設などが過度の負担にならないことも求められると考えます。 

 

また、現在の重大な事故の定義では、無料サービスの場合、「100

万人以上かつ 12 時間以上」「10 万人以上かつ 24 時間以上」と

いう基準しか存在しません。 

しかしながら、無料サービスでも実際には社会的影響や他事業

者サービスへの影響が大きいサービスが存在している状況で

す。（例えば、yahoo！メールや Gmail、Google の Public DNS

など）こういった観点から、無料サービスの大規模事業者を対

象にした新たな基準追加の必要性の検討も重要であると考え

ます。 



 


